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◇議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び大和高田市消防団員等公務災 

害補償条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、 

所要の規定の整備を行うものです。 

 

◇大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

地方税法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、所要の規定の整備を行うものです。 

２ 改正の内容 

（１） 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、市

税の申告書の記載事項等について、規定の整備を行います。（第２７条、第４３条、第５５条

の２、第５５条の３、第６３条、第６５条、第６５条の２、第８１条、第８２条、第１２６条

の３、附則第１０条の３及び附則第１３条の４関係） 

（２） 国税徴収法及び国税通則法に準拠して改正された地方税法の規定のうち、地方の実情にあわ

せて定めるべき事項とされた次に掲げるものにつき、規定の整備を行います。 

① 徴収の猶予期間及び猶予延長期間中における徴収金の納付又は納入する方法を、原則とし

て当該猶予期間又は猶予延長期間内の各月の分割納付又は分割納入とする。（第５条の２関

係新設） 

② 徴収の猶予申請及び猶予延長申請に係る申請書記載事項、添付書類を明記するとともに、

当該申請に訂正が必要な場合の補正期間を２０日と定める。（第５条の３関係 新設） 

③ 職権による換価の猶予期間中における徴収金の納付又は納入する方法を、原則として当該

猶予期間又は猶予延長期間内の各月の分割納付又は分割納入とするとともに、必要に応じて

提出を求める書類を明記する。（第５条の４関係 新設） 

④ 申請による換価の猶予の申請期間を納期限から１年とするほか、換価の猶予期間中の納付

又は納入の方法等について徴収の猶予制度に準じて定める。（第５条の５関係 新設） 

⑤ 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合において、当該

猶予する金額が１００万円以下又は当該猶予期間が３月以内であるときは、担保を徴せずに

当該猶予を認めることができるものとする。（第５条の６関係 新設） 

（３） 所得税における国外転出時課税の創設に伴い、個人住民税所得割の課税標準の計算において、 

当該譲渡所得については、所得税法の計算の例によらないものとするため規定の整備を行いま

す。（第１７条関係）  

２ 改正の内容 

（１） 第１条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正 

・共済年金が厚生年金に一元化されることに伴い所要の規定の改正を行います。（附則第５条関係） 

（２） 第２条 大和高田市消防団員等公務災害補償条例の一部改正 

・共済年金が厚生年金に一元化されることに伴い所要の規定の改正を行います。（附則第５条 

関係） 

３ 施行期日 

  公布の日 

平成２７年１０月１日 

公布された条例のあらまし 
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（４） 市民税、固定資産税、軽自動車税、身体障害者等に対する軽自動車税及び特別土地保有税の

減免の申請期限を納期限の７日前から、納期限日の当日まで申請期限を延長する。（第４３条、

第６３条、第８１条、第８２条及び第１２６の３条関係）  

（５） 旧３級品の製造たばこに係る特例税率を平成２８年４月１日から平成３１年４月１日までの

間に４段階で縮減し、廃止する。（附則第１６条の２関係） 

税率（１,０００本あたり） 

 現行 
改正案 

H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 

地方のたばこ税 2,906円 3,406円 3,906円 4,656円 6,122円 

道府県たばこ税 411円 481円 551円 656円 860円 

市町村たばこ特別税 2,495円 2,925円 3,355円 4,000円 5,262円 

国のたばこ税 2,906円 3,406円 3,906円 4,656円 6,122円 

たばこ税 2,517円 2,950円 3,383円 4,032円 5,302円 

たばこ特別税 389円 456円 523円 624円 820円 

合計 5,812円 6,812円 7,812円 9,312円 12,244円 

３ 施行期日 

  公布の日 

平成２８年１月１日 

平成２８年４月１日 

 

◇大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

地方税法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、所要の規定の整備を行うものです。 

２ 改正の内容 

（１） 課税限度額の引上げを行います。 

① 国民健康保険税の基礎課税額の限度額を「５１万円」から「５２万円」に引き上げます。

（第２条第２項及び第２１条関係） 

② 後期高齢者支援金等課税額の限度額を「１６万円」から「１７万円」に引き上げます。（第

２条第３項及び第２１条関係） 

③ 介護納付金課税額の限度額を「１４万円」から「１６万円」に引き上げます。（第２条第

４項及び第２１条関係） 

（２） 国民健康保険税の減免申請期限を納期限７日前から納期限まで延長します。（第２４条第２項

関係） 

３ 施行期日 

  公布の日 

平成２８年４月１日 

 

◇大和高田市介護保険条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

市民税等の減免申請期限の延長に合わせて、介護保険料の減免申請期限の延長を行うものです。 

２ 改正の内容 

（１） 介護保険料の減免申請期限を納期限７日前から納期限まで延長します。（第１０条関係） 

３ 施行期日 

公布の日 

 



平成２８年１月１０日（日）       大 和 高 田 市 公 報              第３２４号 

 5 

◇大和高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

１ 理由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、所要の

規定の整備を行うものです。 

２ 内容 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、本市に

おける個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものです。 

３ 施行期日 

平成２８年１月１日 
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条例第２７号 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び大和高田市消防団員等公務災害

補償条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２７年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び大和高田市消防団員等公務

災害補償条例の一部を改正する条例 

（議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正） 

第１条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年条例第４号）の

一部を次のように改正する。 

附則第５条に見出しとして「（他の法令による給付との調整）」を付し、同条第１項の表を次のよ

うに改める。 

傷病補償年金 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）によ

る障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を

図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法

律（平成２４年法律第６３号。以下「平成２４年一

元化法」という。）附則第４１条第１項の規定によ

る障害共済年金若しくは平成２４年一元化法附則

第６５条第１項の規定による障害共済年金（以下

「障害厚生年金等」という。）及び国民年金法（昭

和３４年法律第１４１号）による障害基礎年金（同

法第３０条の４の規定による障害基礎年金を除く。

以下「障害基礎年金」という。） 

０．７３ 

障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害につ

いて障害基礎年金が支給される場合を除く。） 

０．８６ 

障害基礎年金（当該補償の事由となった障害につい

て障害厚生年金等又は平成２４年一元化法附則第

３７条第１項に規定する給付のうち障害共済年金

（以下「平成２４年一元化法改正前国共済法による

障害共済年金」という。）若しくは平成２４年一元

化法附則第６１条第１項に規定する給付のうち障

害共済年金（以下「平成２４年一元化法改正前地共

済法による障害共済年金」という。）が支給される

場合を除く。） 

０．８８ 

国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法

律第３４号。以下「国民年金等改正法」という。）

附則第８７条第１項に規定する年金たる保険給付

のうち障害年金（以下「旧船員保険法による障害年

金」という。） 

０．７５ 

国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定する

年金たる保険給付のうち障害年金（以下「旧厚生年

金保険法による障害年金」という。） 

０．７５ 

国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定する

年金たる給付のうち障害年金（以下「旧国民年金法

による障害年金」という。） 

０．８９ 

条 例 
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障害補償年金 障害厚生年金等及び障害基礎年金 ０．７３ 

障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害につ

いて障害基礎年金が支給される場合を除く。） 

０．８３ 

障害基礎年金（当該補償の事由となった障害につい

て障害厚生年金等又は平成２４年一元化法改正前

国共済法による障害共済年金若しくは平成２４年

一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支

給される場合を除く。） 

０．８８ 

旧船員保険法による障害年金 ０．７４ 

旧厚生年金保険法による障害年金 ０．７４ 

旧国民年金法による障害年金 ０．８９ 

遺族補償年金 厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成２４

年一元化法附則第４１条第１項の規定による遺族

共済年金若しくは平成２４年一元化法附則第６５

条第１項の規定による遺族共済年金（以下「遺族厚

生年金等」という。）及び国民年金法による遺族基

礎年金（国民年金等改正法附則第２８条第１項の規

定による遺族基礎年金を除く。以下「遺族基礎年金」

という。） 

０．８０ 

遺族厚生年金等（当該補償の事由となった死亡につ

いて遺族基礎年金が支給される場合を除く。） 

０．８４ 

遺族基礎年金（当該補償の事由となった死亡につい

て遺族厚生年金等又は平成２４年一元化法附則第

３７条第１項に規定する給付のうち遺族共済年金

若しくは平成２４年一元化法附則第６１条第１項

に規定する給付のうち遺族共済年金が支給される

場合を除く。）又は国民年金法による寡婦年金 

０．８８ 

国民年金等改正法附則第８７条第１項に規定する

年金たる保険給付のうち遺族年金 

０．８０ 

国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定する

年金たる保険給付のうち遺族年金 

０．８０ 

国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定する

年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年

金又は寡婦年金 

０．９０ 

  附則第５条第２項の表を次のように改める。 

障害厚生年金等及び障害基礎年金 ０．７３ 

障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害について障害基礎年

金が支給される場合を除く。） 

０．８６ 

障害基礎年金（当該補償の事由となった障害について障害厚生年金

等又は平成２４年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若し

くは平成２４年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給

される場合を除く。） 

０．８８ 

旧船員保険法による障害年金 ０．７５ 

旧厚生年金保険法による障害年金 ０．７５ 

旧国民年金法による障害年金 ０．８９ 

（大和高田市消防団員等公務災害補償条例の一部改正） 

第２条 大和高田市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第５号）の一部を次のように改正

する。 

  附則第５条第１項中「当該損害補償」を「当該年金たる損害補償」に、「掲げる年金たる給付」を
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「掲げる当該法律による年金たる給付」に改め、同項の表を次のように改める。 

１ 傷病補償年金

（第１８条の２に

規定する公務上の

災害に係るものを

除く。） 

厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）

による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元

化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改

正する法律（平成２４年法律第６３号。以下こ

の表及び次項の表において「平成２４年一元化

法」という。）附則第４１条第１項の規定によ

る障害共済年金若しくは平成２４年一元化法附

則第６５条第１項の規定による障害共済年金

（以下「障害厚生年金等」という。）及び国民

年金法（昭和３４年法律第１４１号）による障

害基礎年金（同法第３０条の４の規定による障

害基礎年金を除く。以下この表、次項の表及び

第５項の表において「障害基礎年金」という。） 

０．７３ 

２ 傷病補償年金

（第１８条の２に

規定する公務上の

災害に係るものに

限る。） 

障害厚生年金等及び障害基礎年金 ０．８２（第

１級又は第

２級の傷病

等級に該当

する障害に

係る傷病補

償年金にあ

っては、０．

８１） 

３ 障害補償年金

（第１８条の２に

規定する公務上の

災害に係るものを

除く。） 

障害厚生年金等及び障害基礎年金 ０．７３ 

４ 障害補償年金

（第１８条の２に

規定する公務上の

災害に係るものに

限る。） 

障害厚生年金等及び障害基礎年金 ０．８２（第

１級又は第

２級の障害

等級に該当

する障害に

係る障害補

償年金にあ

っては、０．

８１） 

５ 遺族補償年金

（第１８条の２に

規定する公務上の

災害に係るものを

除く。） 

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成２

４年一元化法附則第４１条第１項の規定による

遺族共済年金若しくは平成２４年一元化法附則

第６５条第１項の規定による遺族共済年金（以

下この表及び次項の表において「遺族厚生年金

等」という。）及び国民年金法による遺族基礎

年金（国民年金法等の一部を改正する法律（昭

和６０年法律第３４号。以下「国民年金等改正

法」という。）附則第２８条第１項の規定によ

る遺族基礎年金を除く。以下この表及び次項の

表において「遺族基礎年金」という。） 

０．８０ 

６ 遺族補償年金

（第１８条の２に

遺族厚生年金等及び遺族基礎年金 ０．８７ 
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規定する公務上の

災害に係るものに

限る。） 

  附則第５条第２項中「、当該損害補償」を「、当該年金たる損害補償」に、「から当該損害補償」

を「から当該年金たる損害補償」に改め、同項の表を次のように改める。 

１  傷病補償年金

（第１８条の２に

規定する公務上の

災害に係るものを

除く。） 

１ 障害厚生年金等 ０．８６ 

２ 障害基礎年金（当該損害補償の事由となっ

た障害について平成２４年一元化法附則第３

７条第１項に規定する給付のうち障害共済年

金、平成２４年一元化法附則第６１条第１項

に規定する給付のうち障害共済年金、平成２

４年一元化法附則第７９条に規定する給付の

うち障害共済年金又は厚生年金保険制度及び

農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図る

ための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止

する等の法律（平成１３年法律第１０１号）

附則第２条第１項第２号に規定する旧農林共

済法（以下この表において「旧農林共済法」

という。）による障害共済年金（以下この表

及び第５項の表において「平成２４年一元化

法改正前国共済法等による障害共済年金」と

いう。）が支給される場合を除く。） 

０．８８ 

２  傷病補償年金

（第１８条の２に

規定する公務上の

災害に係るものに

限る。） 

１ 障害厚生年金等 ０．９１（第

１級又は第

２級の傷病

等級に該当

する障害に

係る傷病補

償年金にあ

っては、０．

９０） 

２ 障害基礎年金（当該損害補償の事由となっ

た障害について平成２４年一元化法改正前国

共済法等による障害共済年金が支給される場

合を除く。） 

０．９２（第

１級の傷病

等級に該当

する障害に

係る傷病補

償年金にあ

っては、０．

９１） 

３  障害補償年金

（第１８条の２に

規定する公務上の

災害に係るものを

除く。） 

１ 障害厚生年金等 ０．８３ 

２ 障害基礎年金（当該損害補償の事由となっ

た障害について平成２４年一元化法改正前国

共済法等による障害共済年金が支給される場

合を除く。） 

０．８８ 

４  障害補償年金

（第１８条の２に

規定する公務上の

災害に係るものに

限る。） 

１ 障害厚生年金等 ０．８９（第

１級又は第

２級の障害

等級に該当

する障害に

係る障害補
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償年金にあ

っては、０．

８８） 

２ 障害基礎年金（当該損害補償の事由となっ

た障害について平成２４年一元化法改正前国

共済法等による障害共済年金が支給される場

合を除く。） 

０．９２（第

１級の障害

等級に該当

する障害に

係る障害補

償年金にあ

っては、０．

９１） 

５  遺族補償年金

（第１８条の２に

規定する公務上の

災害に係るものを

除く。） 

１ 遺族厚生年金等 ０．８４ 

２ 遺族基礎年金（当該損害補償の事由となっ

た死亡について平成２４年一元化法附則第３

７条第１項に規定する給付のうち遺族共済年

金、平成２４年一元化法附則第６１条第１項

に規定する給付のうち遺族共済年金、平成２

４年一元化法附則第７９条に規定する給付の

うち遺族共済年金又は旧農林共済法による遺

族共済年金（以下この表において「平成２４

年一元化法改正前国共済法等による遺族共済

年金」という。）が支給される場合を除く。）

又は国民年金法による寡婦年金 

０．８８ 

６  遺族補償年金

（第１８条の２に

規定する公務上の

災害に係るものに

限る。） 

１ 遺族厚生年金等 ０．８９ 

２ 遺族基礎年金（当該損害補償の事由となっ

た死亡について平成２４年一元化法改正前国

共済法等による遺族共済年金が支給される場

合を除く。）又は国民年金法による寡婦年金 

０．９２ 

  附則第５条第３項中「当該損害補償」を「当該年金たる損害補償」に、「年金たる給付の二が支給

される」を「法律による年金たる給付の数が２である」に、「、当該年金たる給付」を「、当該法

律による年金たる給付」に改め、同項の表を次のように改める。 

１  傷病補償年金

（第１８条の２に

規定する公務上の

災害に係るものを

除く。） 

１ 国民年金等改正法附則第８７条第１項に規

定する年金たる保険給付のうち障害年金（以

下この表及び第６項の表において「旧船員保

険法による障害年金」という。） 

０．７５ 

２ 国民年金等改正法附則第７８条第１項に規

定する年金たる保険給付のうち障害年金（以

下この表及び第６項の表において「旧厚生年

金保険法による障害年金」という。） 

０．７５ 

３ 国民年金等改正法附則第３２条第１項に規

定する年金たる給付のうち障害年金（以下こ

の表及び第６項の表において「旧国民年金法

による障害年金」という。） 

０．８９ 

２  傷病補償年金

（第１８条の２に

規定する公務上の

災害に係るものに

限る。） 

１ 旧船員保険法による障害年金 ０．８３（第

１級の傷病

等級に該当

する障害に

係る傷病補

償年金にあ

っては、０．
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８２） 

２ 旧厚生年金保険法による障害年金 ０．８３（第

１級の傷病

等級に該当

する障害に

係る傷病補

償年金にあ

っては、０．

８２） 

３ 旧国民年金法による障害年金 ０．９３（第

１級又は第

２級の傷病

等級に該当

する障害に

係る傷病補

償年金にあ

っては、０．

９２） 

３  障害補償年金

（第１８条の２に

規定する公務上の

災害に係るものを

除く。） 

１ 旧船員保険法による障害年金 ０．７４ 

２ 旧厚生年金保険法による障害年金 ０．７４ 

３ 旧国民年金法による障害年金 ０．８９ 

４  障害補償年金

（第１８条の２に

規定する公務上の

災害に係るものに

限る。） 

１ 旧船員保険法による障害年金 ０．８３（第

１級の障害

等級に該当

する障害に

係る障害補

償年金にあ

っては０．

８１、第２

級の障害等

級に該当す

る障害に係

る障害補償

年金にあっ

ては０．８

２） 

２ 旧厚生年金保険法による障害年金 ０．８３（第

１級の障害

等級に該当

する障害に

係る障害補

償年金にあ

っては０．

８１、第２

級の障害等

級に該当す

る障害に係

る障害補償
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年金にあっ

ては０．８

２） 

３ 旧国民年金法による障害年金 ０．９３（第

１級又は第

２級の障害

等級に該当

する障害に

係る障害補

償年金にあ

っては、０．

９２） 

５  遺族補償年金

（第１８条の２に

規定する公務上の

災害に係るものを

除く。） 

１ 国民年金等改正法附則第８７条第１項に規

定する年金たる保険給付のうち遺族年金 

０．８０ 

２ 国民年金等改正法附則第７８条第１項に規

定する年金たる保険給付のうち遺族年金 

０．８０ 

３ 国民年金等改正法附則第３２条第１項に規

定する年金たる給付のうち母子年金、準母子

年金、遺児年金又は寡婦年金 

０．９０ 

６  遺族補償年金

（第１８条の２に

規定する公務上の

災害に係るものに

限る。） 

１ 国民年金等改正法附則第８７条第１項に規

定する年金たる保険給付のうち遺族年金 

０．８７ 

 ２ 国民年金等改正法附則第７８条第１項に規

定する年金たる保険給付のうち遺族年金 

０．８７ 

３ 国民年金等改正法附則第３２条第１項に規

定する年金たる給付のうち母子年金、準母子

年金、遺児年金又は寡婦年金 

０．９３ 

  附則第５条第４項中「当該損害補償」を「当該年金たる損害補償」に改め、「当該各号に掲げる」

の次に「法律による」を加え、同条第５項を次のように改める。 

 ５ 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年

金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第８条の規定にかかわらず、同条の規定による

休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲

げる率を乗じて得た額（その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該法律

による年金たる給付の額（当該法律による年金たる給付の数が２である場合にあっては、その合

計額）を３６５で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給する。 

障害厚生年金等及び障害基礎年金 ０．７３ 

障害厚生年金等（当該損害補償の事由となった障害について障害基礎

年金が支給される場合を除く。） 

０．８６ 

障害基礎年金（当該損害補償の事由となった障害について障害厚生年

金等又は平成２４年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金

が支給される場合を除く。） 

０．８８ 

  附則第５条第６項中「この条例の規定にかかわらず、この条例」を「第８条の規定にかかわらず、

同条」に改め、「同表の左欄に掲げる」の次に「当該」を加え、「がこの条例の規定による」を「が

当該」に、「当該年金たる給付」を「当該法律による年金たる給付」に改め、同項の表中「の規定」

を削る。 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成２７年１０月１日（以下「適用日」という。）から適用す

る。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則

第５条の規定は、この条例の適用日以後に支給すべき事由の生じた年金たる補償及び休業補償並び

に適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用

日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事

由の生じた休業補償については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の大和高田市消防団員等公務災害補償条例附則第５条の規定は、この

条例の適用日以後に支給すべき事由の生じた年金たる損害補償及び休業補償並びに適用日前に支

給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる損害補償について適用し、適用日前に支給

すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる損害補償及び適用日前に支給すべき事由の生

じた休業補償については、なお従前の例による。 

４ 平成２４年一元化法第２条の規定による改正前の国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２

８号。以下この項において「改正前国共済法」という。）による職域加算額（被用者年金制度の一

元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の

給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う

国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令（平成２７年政令第３４５

号）第８条第１項の規定により読み替えられた平成２４年一元化法附則第３６条第５項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第８２条第２項に規定する公務等による旧

職域加算障害給付（平成２４年一元化法附則第３６条第５項に規定する改正前国共済法による職域

加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。）又は平成２４年一元化法附則第３６条第５項の

規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第８９条第３項に規定する公務等

による旧職域加算遺族給付（平成２４年一元化法附則第３６条第５項に規定する改正前国共済法に

よる職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。）に係るものに限る。）又は平成２４年一

元化法第３条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号。以下こ

の項において「改正前地共済法」という。）による職域加算額（被用者年金制度の一元化等を図る

ための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度

の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令（平成２７年政令第

３４７号。以下この項において「平成２７年地共済経過措置政令」という。）第７条第１項の規定

により読み替えられた平成２４年一元化法附則第６０条第５項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた改正前地共済法第８７条第２項に規定する公務等による旧職域加算障害給付（改正

前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。）又は平成２７年地共済経

過措置政令第７条第１項の規定により読み替えられた平成２４年一元化法附則第６０条第５項の

規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第９９条の２第３項に規定する公

務等による旧職域加算遺族給付（改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするも

のをいう。）に係るものに限る。）の受給権者が同一の支給事由により平成２４年一元化法第１条の

規定による改正後の厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成２４年一元化

法附則第４１条第１項の規定により国家公務員共済組合連合会（国家公務員の退職給付の給付水準

の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成２４年法律第９６号）第

５条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第２１条第１項に規定する国家公務員共済組合

連合会をいう。）が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成２

４年一元化法附則第６５条第１項の規定により地方公務員共済組合（平成２４年一元化法附則第５
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６条第２項に規定する地方公務員共済組合をいう。）が支給する年金である給付のうち障害共済年

金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、改正後の議会の議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例附則第５条第１項の規定は、適用しない。 

５ 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務

災害補償等に関する条例附則第５条の規定により支給された年金たる補償及び休業補償は、改正後

の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例による年金たる補償及び休業補

償の内払とみなす。 

６ 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正後の大和高田市消防団員等公務災害補償条

例の適用を受ける者に支給された改正前の大和高田市消防団員等公務災害補償条例の規定に基づ

く年金たる損害補償及び休業補償は、改正後の大和高田市消防団員等公務災害補償条例による年金

たる損害補償及び休業補償の内払とみなす。 

 

条例第２８号 

 大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２７年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

大和高田市税賦課徴収条例（昭和２６年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

第５条の次に次の５条を加える。 

 （徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法） 

第５条の２ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第１５条第３項及び第５

項に規定する条例で定める方法は、その猶予に係る金額をその猶予をする期間内の各月（市長がや

むを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月）に分割して納付し、又は

納入させる方法とする。 

２ 市長は、法第１５条第３項又は第５項の規定により、同条第１項若しくは第２項の規定による徴

収の猶予（以下この節において「徴収の猶予」という。）又は同条第４項の規定による徴収の猶予

をした期間の延長（次項及び第４項において「徴収の猶予期間の延長」という。）に係る市の徴収

金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期

限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとす

る。 

３ 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納

付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規

定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

を変更することができる。 

４ 市長は、第２項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限

又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入

の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他

必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならな

い。 

５ 市長は、第３項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額

又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限

又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しな

ければならない。 

（徴収猶予の申請手続等） 

第５条の３ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 
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 （１） 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づ

き市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細 

（２） 納付し、又は納入すべき市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額 

 （３） 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額 

 （４） 当該猶予を受けようとする期間 

 （５） 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか（分割納付又は分割納入

の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納

入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。） 

 （６） 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月を超える場合には、

提供しようとする法第１６条第１項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在（その担保が

保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所）その他担保に関し参考となるべき

事項（担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情） 

２ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

 （１） 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類 

 （２） 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類 

 （３） 猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の

見込みを明らかにする書類 

 （４） 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月を超える場合には、

地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」という。）第６条の１０の規定により

提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類 

３ 法第１５条の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 （１） 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細 

 （２） 第１項第２号から第６号までに掲げる事項 

４ 法第１５条の２第２項及び第３項に規定する条例で定める書類は、第２項第２号から第４号まで

に掲げる書類とする。 

５ 法第１５条の２第３項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 （１） 猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額 

 （２） 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない

理由 

 （３） 猶予期間の延長を受けようとする期間 

 （４） 第１項第５号及び第６号に掲げる事項 

６ 法第１５条の２第４項に規定する条例で定める書類は、第２項第４号に掲げる書類とする。 

７ 法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間は、２０日とする。 

（職権による換価の猶予の手続等） 

第５条の４ 法第１５条の５第２項において読み替えて準用する法第１５条第３項及び第５項に規定

する条例で定める方法は、第５条の２第１項に規定する方法とする。 

２ 第５条の２第２項から第５項までの規定は、法第１５条の５第２項において読み替えて準用する

法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用す

る。 

３ 法第１５条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

 （１） 第５条の３第２項第２号から第４号までに掲げる書類 

 （２） 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類 

（申請による換価の猶予の申請手続等） 

第５条の５ 法第１５条の６第１項に規定する条例で定める期間は、１年とする。 

２ 法第１５条の６第３項において準用する法第１５条第３項及び第５項に規定する条例で定める方
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法は、第５条の２第１項に規定する方法とする。 

３ 第５条の２第２項から第５項までの規定は、法第１５条の６第３項において準用する法第１５条

第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。 

４ 法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 （１） 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難と

なる事情の詳細 

 （２） 第５条の３第１項第２号から第４号まで及び第６号に掲げる事項 

 （３） 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの

納付金額又は納入金額 

５ 法第１５条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、第５条の３第２項第２号

から第４号までに掲げる書類とする。 

６ 法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 （１） 第５条の３第１項第６号に掲げる事項 

 （２） 第５条の３第５項第１号から第３号までに掲げる事項 

 （３） 第６項第３号に掲げる事項 

７ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第８項に規定する期間は、２０日と

する。 

 （担保を徴する必要がない場合） 

第５条の６ 法第１６条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が１００万円以下である場

合、猶予期間が３月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。 

 第６条中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」を「法」に改める。 

 第１１条第２項中「法人税法第２条第１２号の１８」を「法第２９２条第１項第１４号」に改め、

同条第３項中「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」という。）」を「令」に改め

る。 

 第１７条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、同法第６０条の２から第６０条の４までの規定の例によらないものとする。 

 第２７条第７項中「寮等の所在」の次に「、法人番号（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第１５項に規定する法人番号をい

う。以下市民税について同じ。）」を加える。 

 第２８条の３第４項中「第２０３条の５第４項」を「第２０３条の５第５項」に改める。 

 第４３条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、第２号を第３号とし、第１号を第２号と

し、同号の前に次の１号を加える。 

（１） 納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地及び個

人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項

に規定する個人番号をいう。）又は法人番号 

第５２条に次の１項を加える。 

７ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第１０条の２の１０で定める

ものを含む。）であって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであ

り、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所有することとなったもの（以下この項

において「特定附帯設備」という。）については、当該取り付けた者の事業の用に供することがで

きる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第１項の所有者とみなし、当該特定附帯設

備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。 

 第５５条の２第１項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該

書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。）又は法人番号
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（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。）（個人番号又は法人番

号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。 

 第５５条の３第１項第１号及び第２項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号又は

法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。 

 第６３条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第１号中「及び氏名又は名称」を「、

氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び

氏名又は名称）」に改める。 

 第６５条第１項第１号及び第６５条の２第１項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称

及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」

に改める。 

 第８１条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第２号中「氏名若しくは名称」を「事

務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条にお

いて同じ。）又は法人番号（同法第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同

じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及

び氏名又は名称）」に改める。 

 第８２条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第１号中「及び住所」を「、住所及

び個人番号（個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所）」に改め、同条第３項中「納期限前

７日」を「納期限」に改める。 

 第１２６条の３第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第１号中「及び氏名又は名称」

を「、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（同条

第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しな

い者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。 

 附則第５条の２第１項中「第１４５条第１項」を「第１４４条の８」に改める。 

 附則第１０条の３第１項第１号及び第２項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び

個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」

に改め、同条第３項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改め、同条第４項第１号、第５

項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号、第９項第１号及び第１０項第１号中「及び

氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者

にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。 

 附則第１３条の４第２項第１号、第３項第１号及び第４項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名

称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）」に改める。 

 附則第１６条の２を次のように改める。 

第１６条の２ 削除 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。 

 （１） 第１７条第２項、第２７条第７項、第２８条の３第４項、第４３条第２項各号、第５５条

の２第１項第１号、第５５条の３第１項第１号及び第２項第１号、第６３条第２項第１号、第６

５条第１項第１号、第６５条の２第１項第１号、第８１条第２項第２号、第８２条第２項第１号

並びに第１２６条の３第２項第１号の改正規定並びに附則第１０条の３第１項第１号、第２項第
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１号、第３項第１号、第４項第１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１

号、第９項第１号及び第１０項第１号並びに第１３条の４第２項第１号、第３項第１号及び第４

項第１号の改正規定並びに附則第３条第１項、第２項及び第４項、第４条第１項、第５条及び第

７条の規定 平成２８年１月１日 

 （２） 第５条の２から第５条の６まで、第６条、第１１条第２項及び第３項の改正規定並びに附

則第５条の２第１項及び第１６条の２の改正規定並びに次条、附則第３条第３項及び第６条の規

定 平成２８年４月１日 

 （徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の大和高田市税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）第５条の２、

第５条の３及び第５条の６（地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号。以下「平

成２７年改正法」という。）附則第１条第６号に掲げる規定による改正後の地方税法（昭和２５年

法律第２２６号。以下この条において「２８年新法」という。）第１５条第１項又は第２項の規定

による徴収の猶予に係る部分に限る。）の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後に申請

される２８年新法第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申

請された平成２７年改正法附則第１条第６号に掲げる規定による改正前の地方税法（以下この条に

おいて「２８年旧法」という。）第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予については、

なお従前の例による。 

２ 新条例第５条の４及び第５条の６（２８年新法第１５条の５第１項の規定による換価の猶予に係

る部分に限る。）の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後にされる同項の規定による換

価の猶予について適用し、同日前にされた２８年旧法第１５条の５第１項の規定による換価の猶予

については、なお従前の例による。 

３ 新条例第５条の５及び第５条の６（２８年新法第１５条の６第１項の規定による換価の猶予に係

る部分に限る。）の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する納期限が到

来する徴収金について適用する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第１７条第２項の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、

平成２７年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第４３条第２項第１号の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日以後に提出す

る申請書について適用する。 

３ 新条例第１１条第２項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業

年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同

日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税

については、なお従前の例による。 

４ 新条例第２７条第７項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新条

例第２７条第７項の規定による申告について適用し、同日前に行われるこの条例による改正前の大

和高田市税賦課徴収条例（以下「旧条例」という。）第２７条第７項の規定による申告については、

なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第４条 新条例第５５条の２第１項第１号、第５５条の３第１項第１号及び第２項第１号、第６３条

第２項第１号、第６５条第１項第１号並びに第６５条の２第１項第１号並びに附則第１０条の３第

１項第１号、第２項第１号、第３項第１号、第４項第１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項

第１号、第８項第１号、第９項第１号及び第１０項第１号並びに第１３条の４第２項第１号、第３

項第１号及び第４項第１号の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日以後に提出する新

条例第５５条の２第１項並びに第５５条の３第１項及び第２項に規定する申出書、新条例第６３条

第２項並びに附則第１３条の４第３項及び第４項に規定する申請書又は新条例第６５条第１項及
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び第６５条の２第１項並びに附則第１０条の３各項及び第１３条の４第２項に規定する申告書に

ついて適用し、同日前に提出した旧条例第５５条の２第１項並びに第５５条の３第１項及び第２項

に規定する申出書、旧条例第６３条第２項並びに附則第１３条の４第３項及び第４項に規定する申

請書又は旧条例第６５条第１項及び第６５条の２第１項並びに附則第１０条の３各項及び第１３

条の４第２項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第５条 新条例第８１条第２項第２号及び第８２条第２項第１号の規定は、附則第１条第１号に掲げ

る規定の施行の日以後に提出する新条例第８１条第２項並びに第８２条第２項及び第３項に規定

する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第８１条第２項並びに第８２条第２項及び第

３項に規定する申請書については、なお従前の例による。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は

課すべきであった旧条例附則第１６条の２に規定する喫煙用の紙巻たばこ（以下この条において

「紙巻たばこ３級品」という。）に係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定

する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に係る市たばこ税の税率は、新条例第８７

条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。 

（１） 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで １，０００本につき２，９２５円 

（２） 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで １，０００本につき３，３５５円 

（３） 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで １，０００本につき４，０００円 

３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第９０条第１項から第４項までの規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

に読み替えるものとする。 

第９０条第１項 施行規則第３４号の２様

式 

地方税法施行規則の一部を改正する省令

（平成２７年総務省令第３８号）による改

正前の地方税法施行規則（以下この節にお

いて「平成２７年改正前の地方税法施行規

則」という。）第４８号の５様式 

第９０条第２項 施行規則第３４号の２の

２様式 

平成２７年改正前の地方税法施行規則第

４８号の６様式 

第９０条第３項 施行規則第３４号の２の

６様式 

平成２７年改正前の地方税法施行規則第

４８号の９様式 

第９０条第４項 施行規則第３４号の２様

式又は第３４号の２の２

様式 

平成２７年改正前の地方税法施行規則第

４８号の５様式又は第４８号の６様式 

４ 平成２８年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する

売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１項第１号及び第２号に規定する売渡しを除く。以下こ

の条において同じ。）が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等（新

条例第８４条第１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。）又は小売販売

業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第９号。

以下「所得税法等改正法」という。）附則第５２条第１項の規定により製造たばこの製造者として

当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同

項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙

巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、こ

れらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理

する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、



平成２８年１月１０日（日）       大 和 高 田 市 公 報              第３２４号 

 20 

市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされ

る紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。 

５ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成２７年改正法附則第２０

条第４項に規定する申告書を平成２８年５月２日までに市長に提出しなければならない。 

６ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成２８年９月３０日までに、その申告に係る税金を

地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」という。）第３４号の２の５

様式による納付書によって納付しなければならない。 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほ

か、新条例第９条、第９０条第４項及び第５項、第９２条の２並びに第９３条の規定を適用する。

この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

第９条 第９０条第１項若しくは

第２項、 

大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正

する条例（平成２７年条例第   

号。以下この条及び第２章第４節において

「平成２７年改正条例」という。 

）附則第６条第６項、 

第９条第２号 第９０条第１項若しくは

第２項 

平成２７年改正条例附則第６条第５項 

第９条第３号 第４０条第１項の申告書

（法第３２１条の８第２

２項及び第２３項の申告

書を除く。）、第９０条第１

項若しくは第２項の申告

書又は第１２６条第１項

の申告書でその提出期限 

平成２７年改正条例附則第６条第６項の

納期限 

第９０条第４項 施行規則第３４号の２様

式又は第３４号の２の２

様式 

地方税法等の一部を改正する法律（平成２

７年法律第２号）附則第２０条第４項の規

定 

第９０条第５項 第１項又は第２項 平成２７年改正条例附則第６条第６項 

第９２条の２第１項 第９０条第１項又は第２

項 

平成２７年改正条例附則第６条第５項 

当該各項 同項 

第９３条第２項 第９０条第１項又は第２

項 

平成２７年改正条例附則第６条第６項 

８ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者

の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ３級品のうち、第４項の規定により市た

ばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金

額を、新条例第９１条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ３級品につき納付された、

又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者

等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該

卸売販売業者等が新条例第９０条第１項から第３項までの規定により市長に提出すべき申告書に

は、当該返還に係る紙巻たばこ３級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第１６

号の５様式による書類を添付しなければならない。 

９ 平成２９年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する

売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等

又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第８項の規定

により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造

場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの
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者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市

の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当

該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業

者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、

当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０

００本につき４３０円とする。 

１０ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。

この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第５項 前項 第９項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１０項において準用する

同条第４項 

平成２８年５月２日 平成２９年５月１日 

第６項 平成２８年９月３０日 平成２９年１０月２日 

第７項の表以外の部

分 

第４項の 第９項の 

から 、第５項及び 

第７項の表第９条の

項 

附則第６条第６項 附則第６条第１０項において準用する同

条第６項 

第７項の表第９条第

２号の項 

附則第６条第５項 附則第６条第１０項において準用する同

条第５項 

第７項の表第９条第

３号の項 

附則第６条第６項 附則第６条第１０項において準用する同

条第６項 

第７項の表第９０条

第４項の項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１０項において準用する

同条第４項 

第７項の表第９０条

第５項の項 

附則第６条第６項 附則第６条第１０項において準用する同

条第６項 

第７項の表第９２条

の２第１項の項 

附則第６条第５項 附則第６条第１０項において準用する同

条第５項 

第７項の表第９３条

第２項の項 

附則第６条第６項 附則第６条第１０項において準用する同

条第６項 

第８項 第４項 第９項 

１１ 平成３０年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定す

る売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者

等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第１０項の

規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの

製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これ

らの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合に

は市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在す

る当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販

売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標

準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、

１，０００本につき６４５円とする。 

１２ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。

この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第５項 前項 第１１項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１２項において準用する

同条第４項 
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平成２８年５月２日 平成３０年５月１日 

第６項 平成２８年９月３０日 平成３０年１０月１日 

第７項の表以外の部

分 

第４項の 第１１項の 

から 、第５項及び 

第７項の表第９条の

項 

附則第６条第６項 附則第６条第１２項において準用する同

条第６項 

第７項の表第９条第

２号の項 

附則第６条第５項 附則第６条第１２項において準用する同

条第５項 

第７項の表第９条第

３号の項 

附則第６条第６項 附則第６条第１２項において準用する同

条第６項 

第７項の表第９０条

第４項の項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１２項において準用する

同条第４項 

第７項の表第９０条

第５項の項 

附則第６条第６項 附則第６条第１２項において準用する同

条第６項 

第７項の表第９２条

の２第１項の項 

附則第６条第５項 附則第６条第１２項において準用する同

条第５項 

第７項の表第９３条

第２項の項 

附則第６条第６項 附則第６条第１２項において準用する同

条第６項 

第８項 第４項 第１１項 

１３ 平成３１年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定す

る売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者

等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第１２項の

規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの

製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これ

らの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合に

は市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在す

る当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販

売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標

準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、

１，０００本につき１，２６２円とする。 

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。

この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第５項 前項 第１３項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１４項において準用する

同条第４項 

平成２８年５月２日 平成３１年４月３０日 

第６項 平成２８年９月３０日 平成３１年９月３０日 

第７項の表以外の部

分 

第４項の 第１３項の 

から 、第５項及び 

第７項の表第９条の

項 

附則第６条第６項 附則第６条第１４項において準用する同

条第６項 

第７項の表第９条第

２号の項 

附則第６条第５項 附則第６条第１４項において準用する同

条第５項 

第７項の表第９条第

３号の項 

附則第６条第６項 附則第６条第１４項において準用する同

条第６項 

第７項の表第９０条

第４項の項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１４項において準用する

同条第４項 

第７項の表第９０条 附則第６条第６項 附則第６条第１４項において準用する同
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第５項の項 条第６項 

第７項の表第９２条

の２第１項の項 

附則第６条第５項 附則第６条第１４項において準用する同

条第５項 

第７項の表第９３条

第２項の項 

附則第６条第６項 附則第６条第１４項において準用する同

条第６項 

第８項 第４項 第１３項 

 （特別土地保有税に関する経過措置） 

第７条 新条例第１２６条の３第２項第１号の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日以

後に提出する同項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第１２６条の３第２

項に規定する申請書については、なお従前の例による。 

 

条例第２９号 

 大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２７年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 大和高田市国民健康保険税条例（昭和３２年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項ただし書中「５１万円」を「５２万円」に改め、同条第３項ただし書中「１６万円」

を「１７万円」に改め、同条第４項ただし書中「１４万円」を「１６万円」に改める。 

第２１条中「５１万円」を「５２万円」に、「１６万円」を「１７万円」に、「１４万円」を「１６

万円」に改める。 

第２４条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に、「保険料」を「保険税」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第２４条第２項の改正規定は、公布の

日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の大和高田市国民健康保険税条例第２条第２項、第３項及び第４項並びに第２１条の規定

は、平成２８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２７年度分までの国民健康

保険税については、なお従前の例による。 

 

条例第３０号 

 大和高田市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２７年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市介護保険条例の一部を改正する条例 

 大和高田市介護保険条例（平成１２年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

条例第３１号 

 大和高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例をここに公布する。 

  平成２７年１２月１０日 
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成２５年法律第２７号。以下「法」という。）第９条第２項に基づく個人番号の利用及び法第１９

条第１０号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 個人番号 法第２条第５項に規定する個人番号をいう。 

（２） 特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

（３） 個人番号利用事務実施者 法第２条第１２項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。 

（４） 情報提供ネットワークシステム 法第２条第１４項に規定する情報提供ネットワークシス

テムをいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために

必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じ

た施策を実施するものとする。 

（個人番号の利用範囲） 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲

げる事務、別表第２の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が

行う法別表第２の第２欄に掲げる事務とする。 

２ 別表第２の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表

の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、

法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該

特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 

３ 市長又は教育委員会は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表

の第４欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法

の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特

定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 

４ 第２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の

規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、

当該書面の提出があったものとみなす。 

（特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第１０号の規定による特定個人情報の提供は、別表第３の第１欄に掲げる機関が、

同表の第３欄に掲げる機関に対し、同表の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第４

欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第３欄に掲げる機関が当該特定個人

情報を提供することにより行うものとする。 

２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規

定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当

該書面の提出があったものとみなす。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、第４条第２項ただし書及び第３項ただ

し書の規定は、法附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平成２７年法律第６５号）附則第１条

第５号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第１条及び第５条第１項の規定の適用に

ついては、第１条及び第５条第１項中「第１９条第１０号」とあるのは、「第１９条第９号」とす

る。 

別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

１ 市長 大和高田市児童医療費助成条例（平成２４年条例第８号）による児童に対

する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

２ 市長 大和高田市乳幼児医療費助成条例（平成８年条例第３２号）による乳幼児

に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

３ 市長 大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例（平成８年条例第３４号）によ

るひとり親家庭等に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定

めるもの 

４ 市長 大和高田市心身障害者医療費助成条例（平成８年条例第３３号）による心

身障害者に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

５ 市長 大和高田市精神障害者医療費助成条例（平成２６年条例第２３号）による

精神障害者に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるも

の 

６ 市長 高齢者の精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で

定めるもの 

７ 市長 重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で

定めるもの 

８ 市長 精神障害者の精神通院に対する医療費の助成に関する事務であって規則

で定めるもの 

９ 市長 在宅高齢者日常生活用具給付事業に関する事務であって規則で定めるも

の 

１０ 市長 緊急通報体制整備事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの 

１１ 市長 外国人高齢者特別給付金支給事業の実施に関する事務であって規則で定

めるもの 

１２ 市長 重度心身障害者（児）福祉タクシー事業の実施に関する事務であって規則

で定めるもの 

１３ 市長 難聴児補聴器購入費助成金交付事業の実施に関する事務であって規則で

定めるもの 

１４ 市長 外国人重度障害者特別給付金支給事業の実施に関する事務であって規則

で定めるもの 

１５ 市長 大和高田市改良住宅等条例（平成９年条例第３５号）による改良住宅等の

管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対

する措置に関する事務であって規則で定めるもの 

１６ 教育委員

会 

就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事

務であって規則で定めるもの 
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別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 大和高田市児童医療費助成条例

による児童に対する医療費の支

給に関する事務であって規則で

定めるもの 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）による保護の実施若しくは就労自立

給付金の支給に関する情報（以下「生活

保護関係情報」という。）、地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）その他の地方

税に関する法律に基づく条例の規定に

より算定した税額若しくはその算定の

基礎となる事項に関する情報（以下「地

方税関係情報」という。）、住民基本台帳

法（昭和４２年法律第８１号）第７条第

４号に規定する事項（以下「住民票関係

情報」という。）、国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）による医療に関

する給付の支給若しくは保険料の徴収

に関する情報（以下「国民健康保険関係

情報」という。）、児童手当法（昭和４６

年法律第７３号）による児童手当若しく

は特例給付（同法附則第２条第１項に規

定する給付をいう。）の支給に関する情

報（以下「児童手当関係情報」という。）、

大和高田市乳幼児医療費助成条例によ

る乳幼児に対する医療費の支給に関す

る情報（以下「乳幼児医療費助成関係情

報」という。）、大和高田市ひとり親家庭

等医療費助成条例によるひとり親家庭

等に対する医療費の支給に関する情報

（以下「ひとり親家庭等医療費助成関係

情報」という。）、大和高田市心身障害者

医療費助成条例による心身障害者に対

する医療費の支給に関する情報（以下

「心身障害者医療費助成関係情報」とい

う。）又は大和高田市精神障害者医療費

助成条例による精神障害者に対する医

療費の支給に関する情報（以下「精神障

害者医療費助成関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの 

２ 市長 大和高田市乳幼児医療費助成条

例による乳幼児に対する医療費

の支給に関する事務であって規

則で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係情報、住

民票関係情報、国民健康保険関係情報、

児童手当関係情報、大和高田市児童医療

費助成条例による児童に対する医療費

の支給に関する情報（以下「児童医療費

助成関係情報」という。）、ひとり親家庭

等医療費助成関係情報、心身障害者医療

費助成関係情報又は精神障害者医療費

助成関係情報であって規則で定めるも

の 

３ 市長 大和高田市ひとり親家庭等医療

費助成条例によるひとり親家庭

等に対する医療費の支給に関す

る事務であって規則で定めるも

生活保護関係情報、地方税関係情報、 

住民票関係情報、国民健康保険関係情

報、児童扶養手当法（昭和３６年法律第

２３８号）による児童扶養手当の支給に
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の 関する情報（以下「児童扶養手当関係情

報」という。）、児童医療費助成関係情報、

乳幼児医療費助成関係情報、心身障害者

医療費助成関係情報、精神障害者医療費

助成関係情報、高齢者の精神障害者に対

する医療費の助成に関する情報（以下

「高齢者精神障害者医療費助成関係情

報」という。）又は重度心身障害老人等

に対する医療費の助成に関する情報（以

下「重度心身障害老人等医療費助成関係

情報」という。）であって規則で定める

もの 

４ 市長 大和高田市心身障害者医療費助

成条例による心身障害者に対す

る医療費の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係情報、 

住民票関係情報、国民健康保険関係情

報、身体障害者福祉法（昭和２４年法律

第２８３号）による身体障害者手帳、精

神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和２５年法律第１２３号）による

精神障害者保健福祉手帳若しくは知的

障害者福祉法（昭和３５年法律第３７

号）にいう知的障害者に関する情報（以

下「障害者関係情報」という。）、児童医

療費助成関係情報、乳幼児医療費助成関

係情報、ひとり親家庭等医療費助成関係

情報、精神障害者医療費助成関係情報、

高齢者精神障害者医療費助成関係情報

又は重度心身障害老人等医療費助成関

係情報であって規則で定めるもの 

５ 市長 大和高田市精神障害者医療費助

成条例による精神障害者に対す

る医療費の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係情報、 

住民票関係情報、国民健康保険関係情

報、精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律による精神障害者保健福祉手帳

に関する情報、児童医療費助成関係情

報、乳幼児医療費助成関係情報、ひとり

親家庭等医療費助成関係情報、心身障害

者医療費助成関係情報、高齢者精神障害

者医療費助成関係情報又は重度心身障

害老人等医療費助成関係情報であって

規則で定めるもの 

６ 市長 高齢者の精神障害者に対する医

療費に対する助成に関する事務

であって規則で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係情報、 

住民票関係情報、高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和５７年法律第８０号）

による医療に関する給付の支給若しく

は保険料の徴収に関する情報、精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律によ

る精神障害者保健福祉手帳に関する情

報、児童医療費助成関係情報、乳幼児医

療費助成関係情報、ひとり親家庭等医療

費助成関係情報、心身障害者医療費助成

関係情報、精神障害者医療費助成関係情

報又は重度心身障害老人等医療費助成

関係情報であって規則で定めるもの 
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７ 市長 重度心身障害老人等に対する医

療費の助成に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係情報、 

住民票関係情報、高齢者の医療の確保に

関する法律による医療に関する給付の

支給若しくは保険料の徴収に関する情

報、障害者関係情報、児童医療費助成関

係情報、乳幼児医療費助成関係情報、ひ

とり親家庭等医療費助成関係情報、心身

障害者医療費助成関係情報、精神障害者

医療費助成関係情報又は高齢者精神障

害者医療費助成関係情報であって規則

で定めるもの 

８ 市長 精神障害者の精神通院に対する

医療費の助成に関する事務であ

って規則で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係情報、 

住民票関係情報、精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律による精神障害者

保健福祉手帳に関する情報、児童医療費

助成関係情報、乳幼児医療費助成関係情

報、ひとり親家庭等医療費助成関係情

報、心身障害者医療費助成関係情報、精

神障害者医療費助成関係情報、高齢者精

神障害者医療費助成関係情報又は重度

心身障害老人等医療費助成関係情報で

あって規則で定めるもの 

９ 市長 在宅高齢者日常生活用具給付事

業に関する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報又は住民票関係情報で

あって規則で定めるもの 

１０ 市長 緊急通報体制整備事業の実施に

関する事務であって規則で定め

るもの 

住民票関係情報又は障害者関係情報で

あって規則で定めるもの 

１１ 市長 外国人高齢者特別給付金支給事

業の実施に関する事務であって

規則で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係情報又は

住民票関係情報であって規則で定める

もの 

１２ 市長 重度心身障害者（児）福祉タク

シー事業の実施に関する事務で

あって規則で定めるもの 

住民票関係情報又は障害者関係情報で

あって規則で定めるもの 

１３ 市長 難聴児補聴器購入費助成金交付

事業の実施に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情報又は障

害者関係情報であって規則で定めるも

の 

１４ 市長 外国人重度障害者特別給付金支

給事業の実施に関する事務であ

って規則で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係情報、住

民票関係情報又は障害者関係情報であ

って規則で定めるもの 

１５ 市長 大和高田市改良住宅等条例によ

る改良住宅等の管理若しくは家

賃若しくは敷金の決定若しくは

変更又は収入超過者に対する措

置に関する事務であって規則で

定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係情報、住

民票関係情報又は障害者関係情報であ

って規則で定めるもの 

１６ 市長 

 

 

予防接種法（昭和２３年法律第

６８号）による給付の支給又は

実費の徴収に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 
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１７ 市長 

 

健康増進法（平成１４年法律第

１０３号）による健康増進事業

の実施に関する事務であって規

則で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係情報、住

民票関係情報又は中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）による支援給付若しくは配偶者支援

金の支給に関する情報であって規則で

定めるもの 

別表第３（第５条関係） 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

教育委員会 就学困難と認められる

児童生徒の保護者に対

する必要な援助に関す

る事務であって規則で

定めるもの 

市長 生活保護関係情報、地方税関

係情報又は住民票関係情報

であって規則で定めるもの 

 

 

 

規則第３６号 

 大和高田市健康診査等負担金徴収規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２７年１２月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市健康診査等負担金徴収規則の一部を改正する規則 

 大和高田市健康診査等負担金徴収規則（平成１７年規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第１９条の２」の次に「及び母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１３条第１項」

を加える。 

 別表に次のように加える。 

２歳児歯科健診フッ素塗布 集団健診 ５００円 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

告示第１２２号 

 大和高田市市民交流センター開館準備委員会設置要綱を次のように定める。 

平成２７年１１月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市市民交流センター開館準備委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 大和高田市市民交流センター（以下「センター」という。）の開館及び運営に関し必要な事

項を検討するため、大和高田市市民交流センター開館準備委員会（以下「準備委員会」という。）

を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 準備委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。 

 （１） センターの開館記念式典その他開館準備に関する事項 

 （２） センターの運営に関する事項 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

告 示 

規 則 
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 （組織） 

第３条 準備委員会の委員は、２０人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 （１） 市民協働の推進に関し、識見を有する者 

 （２） 市内で活動する各種団体の代表者又はその構成員 

 （３） 公募による市民代表者 

 （４） 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、センターの開館記念式典が開催された月の翌月の末日までとする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 準備委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、準備委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

 （会議） 

第６条 準備委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 準備委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 準備委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、準備委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を述べさ

せ、又は説明を聴くことができる。 

５ 委員長は、会議の結果を市長に報告するものとする。 

 （庶務） 

第７条 準備委員会の庶務は、市民部まちづくり振興室自治振興課において処理する。 

 （補則） 

第８条 この告示に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が準備委員会

に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

 （会議の招集の特例） 

２ この告示の施行後最初に行われる準備委員会の会議の招集は、第６条第１項の規定にかかわらず、

市長が招集する。 

 

告示第１２５号 

 大和高田市農業経営改善促進資金利子補給要綱を次のように定める。 

  平成２７年１１月２６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市農業経営改善促進資金利子補給要綱 

 （目的） 

第１条 この告示は、農業経営改善促進資金融通事業実施要綱（平成６年６月２９日付け６農経Ａ第

６６５号農林水産事務次官依命通達。以下「実施要綱」という。）第４に規定する農業経営改善促

進資金（以下「促進資金」という。）を借り受けた認定農業者に対して当該資金に係る利子補給を

行うことについて定め、もって農業経営の改善の促進に資することを目的とする。 

 （利子補給の交付の条件） 

第２条 利子補給の交付を受けることができる者は、農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６

５号）第１２条第１項の認定を受けた者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 



平成２８年１月１０日（日）       大 和 高 田 市 公 報              第３２４号 

 31 

 （１） 個人にあっては、本市の住民基本台帳に記録されている者 

 （２） 法人にあっては、事業者の本店が本市に登録されている者 

 （３） 市税を滞納していない者。ただし、災害等市長が不測の事態と認める場合は、この限りで

ない。 

 （４） 事業者又は役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人又は支店若しくは

営業所（常時契約に関する業務を行う事務所をいう。以下ウにおいて同じ。）の代表者を、個人に

あってはその者、支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。）が次のいずれにも該当しない

者 

  ア 暴力団（暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下

「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下ウにおいて同じ。） 

  イ 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団をいう。以下ウにおいて同じ。） 

  ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （利子補給金の交付） 

第３条 利子補給金の交付は、実施要綱及びこの告示に定めるところによる。 

 （利子補給金の交付対象、額等） 

第４条 利子補給金の交付対象、額及び交付期間は次のとおりとする。 

 （１） 利子補給金の交付対象は、促進資金の貸付額に係る借受者が支払った利息相当額とする。 

 （２） 利子補給金の額は、促進資金の当該元金の償還に係る約定利率（約定利率が年率２％を超

える場合にあっては、２％とする。）の２分の１に相当する額を補給するものとする。この場合に

おいて、１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 （３） 利子補給金の交付期間は、１年以内とする。 

 （利子補給の承認申請） 

第５条 利子補給を受けようとする認定農業者は、農業経営改善促進資金利子補給承認申請書（様式

第１号）に利子支払額の分かる資料を添えて市長に提出し、利子補給の承認を申請しなければなら

ない。 

 （利子補給の承認） 

第６条 市長は、前条の農業経営改善促進資金利子補給承認申請書を受理したときは、その内容を審

査し、利子補給の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、利子補給をする決定をした場合は農業経営改善促進資金利子補給承認書（様式第２号）

を、利子補給しない決定をした場合はその旨を記載した文書を利子補給の申請をした認定農業者に

交付するものとする。 

 （利子補給金の交付申請） 

第７条 農業経営改善促進資金利子補給承認書を受理した認定農業者は、農業経営改善促進資金利子

補給金交付申請書（様式第３号）を市長に提出し、利子補給金の交付を申請するものとする。 

 （利子補給金の交付決定） 

第８条 市長は、前条の利子補給金の交付申請に係る書類を受理し、当該書類を適正と認めたときは、

農業経営改善促進資金利子補給金交付決定通知書（様式第４号）を当該申請に係る認定農業者に交

付するものとする。 

 （利子補給金の請求） 

第９条 前条の農業経営改善促進資金利子補給金交付決定通知書を受理した認定農業者は、２月末日

までに、農業経営改善促進資金利子補給金交付請求書（様式第５号）を市長に提出し、利子補給金

の交付を請求するものとする。 

 （利子補給金の交付） 

第１０条 市長は、前条の農業経営改善促進資金利子補給金交付請求書を受理し、適正と認めたとき
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は、当該書類を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。 

 （指示及び検査） 

第１１条 市長は、利子補給金の交付を受けた認定農業者に対して必要な指示をし、報告を求め、又

は書類帳簿等の検査を行うことができるものとする。 

 （利子補給金の返還） 

第１２条 市長は、利子補給金の交付を受け、又は受けようとする認定農業者が次の各号のいずれか

に該当するときは、当該認定農業者に対する利子補給金を交付せず、又は既に交付した利子補給金

の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 （１） この告示の規定に違反したとき。 

 （２） 前条の規定による指示に従わず、報告せず、又は検査を拒んだとき。 

 （３） 詐欺その他不正の行為により利子補給金の交付を受けたとき。 

 （補則） 

第１３条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

告示第１２９号 

平成２７年１２月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２１９条第２項の規定により公表します。 

  平成２７年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２７年度大和高田市一般会計補正予算（第３号） 

２ 平成２７年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

３ 平成２７年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

４ 平成２７年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

５ 平成２７年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号） 

６ 平成２７年度大和高田市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

平成２７年度大和高田市一般会計補正予算（第３号） 

平成２７年度大和高田市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５８，５３４千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２３，７３８，０６８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為は、「第２表 債務負担行為補正」による。 
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第２表 債務負担行為補正 

       

       
（単位：千円） 

 
事項   期間     限度額   

  公共バス運行業務     
平成 28年

度末まで 
    56,000        

  
市民交流センター清掃業務（定

期清掃） 
    

平成 29年

5月末まで 
    9,768        

  市民交流センター施設警備業務     
平成 29年

6月末まで 
    21,204        

  
市民交流センター施設保守管理 

業務 
    

平成 29年

6月末まで 
    12,110        

  市営斎場火葬業務等     
平成 28年

度末まで 
    9,200千円と消費税等に相当する額   

  市営斎場受付業務     
平成 28年

度末まで 
    

1日当たり 11,000円と消費税等に相当

する額に業務に要した日数を乗じて得

た額 

  

  文化会館の自主事業に係る経費     
平成 28年

6月末まで 
    3,640        

 

平成２７年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

平成２７年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１１，９９７千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ９，７３０，１５６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成２７年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

平成２７年度大和高田市の下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７２７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ２，３５２，７２７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成２７年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

平成２７年度大和高田市の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，６１９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ５，５９１，６０７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

平成２７年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号） 

平成２７年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１８０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ６８０，３６６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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告示第１３０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

  平成２７年１２月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   
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整理番号 路 線 名 
起 点 

重要な経過地 
終 点 

１５２２ 高５２２号線 
大中東町２４５番先  

大中南町２３９番１先 

１５２３ 高５２３号線 
土庫３丁目３６６番１先  

土庫３丁目３６６番８先 

１５２４ 高５２４号線 
春日町１丁目５１１番２３先  

春日町１丁目５１１番３０先 

１５２５ 高５２５号線 
春日町１丁目５１１番２８先  

 春日町１丁目５１１番２５先 

１５２６ 高５２６号線 
曽大根２丁目６２１番２９先  

 
曽大根２丁目６２２番２先 

１５２７ 高５２７号線 
大字田井２７番５先  

大字田井２７番１先 

１５２８ 高５２８号線 
太田川左岸堤防敷先  

大字大中１８３番先 

１５２９ 高５２９号線 
高田川左岸堤防敷先  

大字大中１８３番先 

４１２２ 天１２２号線 
大字吉井１１４番４先  

 大字吉井１１４番１先 

４１２３ 天１２３号線 
大字出８５番９先  

 
大字出８５番２先 

 

告示第１３１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項及び第２項の規定に基づき、道路の区域を次

のとおり決定し、供用を開始する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１月間一般の縦覧に供する。 

  平成２７年１２月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．道路の種類 市道 

２．路線名その他 

路 線 名 区     間 
幅員 

（㍍） 

延 長 

（㍍） 
備 考 

高５２２号線 
大中東町２４５番先から 

大中南町２３９番１先まで 
8.0～9.5 101.2  

高５２３号線 
土庫３丁目３６６番１先から 

土庫３丁目３６６番８先まで 
5.0～8.2 39.2  

高５２４号線 
春日町１丁目５１１番２３先から 

春日町１丁目５１１番３０先まで 
6.0～8.0 44.6  

高５２５号線 
春日町１丁目５１１番２８先から 

春日町１丁目５１１番２５先まで 
6.0～6.0 10.4 

 

 

高５２６号線 
曽大根２丁目６２１番２９先から 

曽大根２丁目６２２番２先まで 
6.1～8.1 101.5 

 

 

高５２７号線 
大字田井２７番５先から 

大字田井２７番１先まで 
6.0～8.0 85.2  
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高５２８号線 
太田川左岸堤防敷先から 

大字大中１８３番先まで 
2.3～2.3 21.4 静橋 

高５２９号線 
高田川左岸堤防敷先から 

大字大中１８３番先まで 
2.3～2.3 20.9 桜橋 

天１２２号線 
大字吉井１１４番４先から 

大字吉井１１４番１先まで 
6.2～6.2 100.5 

 

 

天１２３号線 
大字出８５番９先から 

大字出８５番２先まで 
6.0～6.0 103.7 

 

 

３．供用開始の期日 平成２７年１２月１４日 

 

告示第１３２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定に基づき、市道の路線を変更する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

  平成２７年１２月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

整理番号 旧新別 路 線 名 起 点 終 点 
重要な 

経過地 

１１１８ 

旧 

高１１８号線 

大和高田市大字大中５８番１先 

大和高田市大中南町２３９番１先 

 

 

 
新 

大和高田市大字大中６４番３先 

大和高田市大字大中１８２番１先 

 

告示第１３３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域の変更を次のよ

うに決定する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１月間一般の縦覧に供する。 

  平成２７年１２月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

路 線 名 変更の区間 

変更前の 

幅員（ｍ） 

変更前の 

延長（ｍ） 

変更後の 

幅員（ｍ） 

変更後の 

延長（ｍ） 

高１１８号線 
大和高田市大字大中５８番１先から 

大和高田市大中南町２３９番１先まで 

2.3～10.0   497.8 

4.7～10.0   289.6 

 

告示第１３４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を開始する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１月間一般の縦覧に供する。 

  平成２７年１２月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

路 線 名 供用開始の区間 供用開始の期日 

高１１８号線 
大和高田市大字大中５８番１先から 

大和高田市大字大中１８２番１先まで 
平成２７年１２月１４日 

 

告示第１３５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基づき、市道の路線を廃止する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 
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  平成２７年１２月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

路線番号 路 線 名 
起 点 

重要な経過地 
終 点 

１２８６ 高２８６号線 
大字松塚１０３２番５先  

土庫３丁目７９８番先 

３０９２ 陵 ９２号線 
大字市場１番先  

大字市場４０番２先 

 

告示第１３６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項及び第２項の規定に基づき、道路の区域を次

のとおり変更し、供用を開始する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１月間一般の縦覧に供する。 

  平成２７年１２月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．道路の種類 市道 

２．路線名その他 

路 線 名 区     間 
変更 

前後別 

幅員 

（㍍） 

延 長 

（㍍） 
備 考 

高  ４号線 

大字築山地内高田川左岸堤防敷先

から 

大字築山地内高田川右岸堤防敷先

まで 

前 1.8～1.8 36.0 

面積増 

後 2.0～2.0 36.0 

高  ６号線 
大字築山 367番 4先から 

大字築山 780番先まで 

前 5.8～6.5 20.2 
〃 

後 6.1～6.9 20.1 

高 １０号線 
大字築山 771番 1先から 

大字築山 780番先まで 

前 4.6～5.1 31.7 
〃 

後 4.7～5.9 31.7 

高 ４９号線 

土庫三丁目地内土庫川右岸堤防敷

先から 

土庫三丁目 366番 1先まで 

前 4.5～6.0 14.0 
面積減 

後 4.5～6.0 14.0 

高 ６３号線 
東雲町 964番先から 

東雲町 965番 6先まで 

前 3.4～4.2 24.7 
面積増 

後 3.6～4.2 24.7 

高１６７号線 
片塩町 188番 6先から 

片塩町 185番 1先まで 

前 5.9～6.1 23.1 
〃 

後 6.2～6.5 23.1 

高１６８号線 
片塩町 185番 1先から 

片塩町 299番 2先まで 

前 3.5～3.8 26.4 
面積増 

後 5.9～6.3 26.1 

高１８９号線 
礒野南町 384番 3先から 

礒野南町 395番 1先まで 

前 2.4～3.7 64.9 
〃 

後 3.9～4.0 64.9 

高２０４号線 
蔵之宮町 203番 3先から 

蔵之宮町 225番 9先まで 

前 2.5～3.4 61.5 
〃 

後 3.3～3.4 61.5 

高２３８号線 
大字曽大根 143番 1先から 

大字曽大根 151番 1先まで 

前 1.6～2.6 34.3 
〃 

後 2.3～4.3 34.3 

陵１６０号線 
大字市場 804番 1先から 

大字池田 580番 4先まで 

前 15.7～19.0 148.0 
〃 

後 16.0～19.0 148.0 

天  ４号線 
大字出 102番 2先から 

大字出 85番 2先まで 

前 4.1～4.1 31.1 
〃 

後 6.0～6.2 31.1 

天  ６号線 
大字出 85番 9先から 

大字出 15番 2先まで 

前 3.4～3.7 31.8 
〃 

後 6.0～6.0 31.8 
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天  ７号線 
大字出 325番 4先から 

大字出 179番先まで 

前 4.1～4.4 13.5 
〃 

後 5.5～5.7 13.5 

天 ６９号線 
大字奥田 44番 1先から 

大字奥田 501番先まで 

前 5.0～5.3 27.0 
〃 

後 5.0～5.6 27.0 

天 ６９号線 
大字奥田 37番 1先から 

大字奥田 471番先まで 

前 4.0～4.3 7.0 
〃 

後 4.4～4.5 7.0 

３．供用開始の期日 平成２７年１２月１４日 

 

告示第１３７号 

 平成２７年度国民健康保険税第１・２・３期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受

けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２７年１２月１５日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

第３期 平成２７年１０月２６日 

第４期 平成２７年１１月２４日 

２ 送達を受けるべき者 市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１３８号 

 平成２７年度固定資産税・都市計画税第２・３期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達

を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２７年１２月１５日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

第２期 平成２７年８月２５日  

第３期 平成２７年１０月２７日 

２ 送達を受けるべき者 市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１３９号 

 平成２７年度市県民税第１期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住

所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２７年１２月１５日 
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                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 平成２７年１１月２５日  

２ 送達を受けるべき者 市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１４０号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  平成２７年１２月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

  大和高田市自転車等の安全利用に関する条例第１０条第３項及び同条例施行規則第５条 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  平成２８年４月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２７年９月１日から平成２７年９月３０日までの間 

 

告示第１４１号 

大和高田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年条例第１号）第６条

第２項の規定により、指定管理者の指定について告示します。 

平成２７年１２月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設 

（１） 施設の名称 

大和高田市総合公園施設 

（２） 施設の所在地 

大和高田市大字出３２５番地 

大和高田市大字西坊城４１４番地 

２ 指定管理者となる団体 

（１） 団体の名称 

株式会社ザ・ビッグスポーツ 

代表取締役  藤原 達治郎 

（２） 団体の所在地 

大阪市北区堂島浜１丁目４番１６号アクア堂島西舘 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

大和高田市総合公園条例（平成１７年条例第２７号）第１４条に規定する業務 

４ 指定管理者の指定の期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 
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告示第１４２号 

 差押調書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達

できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり公示

送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２７年１２月１７日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 平成２７年１２月１１日 

２ 送達を受けるべき者 市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１４３号 

 大和高田市商工業振興対策事業補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２７年１２月２２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市商工業振興対策事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市商工業振興対策事業補助金交付要綱（平成６年告示第２８号）の一部を次のように改正

する。 

 本則中「要綱」を「告示」に改める。 

 第２条第３号を次のように改める。 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、次に掲げる要件の全てを満たす団体であって市長が商店街と

認めるもの 

  ア 一定の区域内において、相当数の中小小売商業者又はサービス業に属する事業者が近接して

その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っているもの 

  イ 規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの 

  ウ 社会通念上、消費者によりまとまった買物の場として認識されているもの 

  エ 一定の区域内において、人又は車両が常時通行できる道路等を包含しているもの 

 第３条第１項第２号中「大和高田市又は会議所」を「市又は大和高田商工会議所」に改める。 

 第５条中「補助対象事業を実施しようとする交付対象団体（以下「補助事業者」という。）」を「補

助金の交付を受けようとする交付対象団体（以下「申請団体」という。）」に改め、「事業計画書（様式

第１号）を」を「事業計画書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて」に改め、同条に次の各号を

加える。 

 （１） 収支計画書 

 （２） 見積書 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 第６条を次のように改める。 

 （補助事業の認定申請） 

第６条 申請団体は、補助事業認定申請書（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しな

ければならない。 

 （１） 補助事業実施計画書（大和高田市補助金交付規則（平成１２年規則第５１号。以下「補助

金規則」という。） 様式第２号） 

 （２） 収支予算書（補助金規則様式第３号） 
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 （３） 申請団体の構成員名簿 

 （４） 規約の写し 

 （５） 設計図（第３条第１項第２号に掲げる事業に係るものを除く。） 

 （６） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 第７条中「補助事業者」を「申請団体」に改める。 

   第８条中「補助の認定を受けた補助事業者」を「前条の規定による認定を受けた申請団体（以下「補

助事業団体」という。）に改める。 

 第９条を次のように改める。 

 （補助金の請求） 

第９条 補助事業団体は、当該補助事業が完了したときは、速やかに補助金交付請求書（様式第４号）

に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 （１） 工事完了届（様式第５号。第３条第１項第２号に掲げる事業に係るものを除く。） 

 （２） 事業実績報告書（様式第６号） 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

 

告示第１４４号 

 大和高田市公共下水道の供用及び処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９

条の規定により下記のとおり告示する。 

 その関連図面は、平成２８年１月５日から２週間、上下水道部下水道課に備え置いて縦覧に供する。 

  平成２７年１２月２８日 

                            大和高田市長  吉 田 誠 克   

記 

１ 供用及び処理を開始する年月日 

   平成２８年１月１８日 

２ 供用及び処理を開始する区域 

   高田川第３処理分区  野口 

高田川第５処理分区  春日町２丁目・曽大根１丁目 

   高田川第６処理分区  蔵之宮・大東町・三和町・旭南町・田井新町・中三倉堂１丁目・中三

倉堂２丁目・東三倉堂 

   高田川第７処理分区  土庫２丁目・築山・有井・大谷・土庫 

   葛城第５処理分区   曽大根２丁目・南陽町・出 

３ 供用を開始する排水施設の区域 

   大和高田市全図参照（１：１０，０００）上下水道部下水道課にて縦覧 

４ 供用を開始する排水施設の分流式又は合流式の別 

   分流式 

５ 終末処理場 

   奈良県北葛城郡広陵町大字萱野４６０  奈良県第２浄化センター 

 

 

 

公告第１１５号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

公 告 
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します。 

平成２７年１２月２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 大和高田市立菅原小学校エレベーター設置工事 

２ 工事場所 大和高田市大字根成柿地内（菅原小学校） 

３ 工事期間 契約締結日から平成２８年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築工

事に登録している者であること。 

（２）平成２７年度大和高田市格付け等級がＡ、Ｂ又はＣ等級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２７年１２月３日（木）から平成２７年１２月８日（火）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年１２月９日（水） 



平成２８年１月１０日（日）       大 和 高 田 市 公 報              第３２４号 

 48 

 （２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２７年１２月３日（木）から平成２７年１２月８日（火）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦ

ＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

平成２７年１２月１１日（金）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２７年１２月１４日（月）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年１２月１７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してくだ

さい。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年１２月１８日（金）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無 無効の入札については、次のとおりとします。 
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効  （１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

２８，２５０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１１６号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年１２月２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 大和高田市浮孔児童ホーム新築工事 

２ 工事場所 大和高田市中三倉堂２丁目地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２８年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築工

事に登録している者であること。 

（２）平成２７年度大和高田市格付け等級がＡ、Ｂ又はＣ等級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、Ａ、Ｂ及びＣ等級の混合入札において、既

に元請けで受注している市発注工事が履行中（落札した時点から竣工検査を受

けた日まで）の者でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他のＡ、Ｂ及
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びＣ等級の混合入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２７年１２月３日（木）から平成２７年１２月８日（火）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年１２月９日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２７年１２月３日（木）から平成２７年１２月８日（火）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦ

ＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

平成２７年１２月１１日（金）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２７年１２月１４日（月）午後５時 
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回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年１２月１７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してくだ

さい。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年１２月１８日（金）午前９時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

１７，７３０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１１７号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 
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 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。 

  平成２７年１２月８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

公告第１１８号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年１２月１１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 サイクルポート近鉄高田北、高田市駅防犯カメラ設置工事 

２ 工事場所 大和高田市日之出西本町外１地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２８年２月２９日（月）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の電気工

事に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履

行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（８）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２７年１２月１４日（月）から平成２７年１２月１６日（水）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 
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（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年１２月１７日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２７年１２月１４日（月）から平成２７年１２月１６日（水）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦ

ＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

平成２７年１２月１８日（金）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２７年１２月２１日（月）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年１２月２４日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してくだ

さい。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参
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加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年１２月２５日（金）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

１，９９０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１１９号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年１２月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 近鉄大和高田駅前駐車場改修工事（再度入札） 

２ 工事場所 大和高田市北本町地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２８年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿、又は大

和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿に登録されている者であるこ

と。 

（２）機械器具設置工事における建設業法（昭和２４年５月２４日法律第１００

号）第３条第１項の建設業の許可を受けており、かつ、同法第２７条の２３第

１項の審査を受けている者であること。 

（３）平成１７年４月１日以降に、元請けで駐車場設備工事の履行実績を有する

者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
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がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（２）・５（３）の要件を満たすことを証するものとし

て建設業許可証明書等の写し、経営規模等審査結果通知書・総合評定値通知書

（有効期間内にある直近のもの）の写し及び実績書（任意様式）を同時に提出

してください。実績書には工事名、契約相手方名、契約金額、履行期間及び工

事概要を明記し、当該契約書の写しを添付してください。また、５（７）に係

る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請書と同時に提出してください。暴

力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、

（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２７年１２月１８日（金）から平成２７年１２月２５日（金）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年１月５日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２７年１２月１８日（金）から平成２７年１２月２５日（金）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 
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（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦ

ＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

平成２８年１月７日（木）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１月８日（金）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１月１３日（水）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してくだ

さい。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１月１４日（木）午前１１時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

２，６６０，０００円（消費税等抜き） 
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１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１２０号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年１２月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 礒野地内道肩改良工事 

２ 工事場所 大和高田市礒野地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２８年２月２９日（月）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木工

事に登録している者であること。 

（２）平成２７年度大和高田市格付け等級がＤ又はＥ等級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、Ｄ及びＥ等級の混合入札において、既に元

請けで受注している市発注工事が履行中（落札した時点から竣工検査を受けた

日まで）の者でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他のＤ及びＥ

等級の混合入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け
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付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２７年１２月２１日（月）から平成２７年１２月２４日（木）まで。た

だし、祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年１２月２５日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

平成２７年１２月２１日（月）から平成２７年１２月２４日（木）まで。た

だし、祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦ

ＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

平成２７年１２月２８日（月）正午 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１月５日（火）正午 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１月７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してくだ
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さい。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１月８日（金）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

１，３６０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１２１号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年１２月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 藤森地内排水路改良工事 

２ 工事場所 大和高田市藤森地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２８年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木工

事に登録している者であること。 

（２）平成２７年度大和高田市格付け等級がＤ等級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
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がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履

行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）の者でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２７年１２月２１日（月）から平成２７年１２月２４日（木）まで。た

だし、祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年１２月２５日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

平成２７年１２月２１日（月）から平成２７年１２月２４日（木）まで。た

だし、祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 
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（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦ

ＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

平成２７年１２月２８日（月）正午 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１月５日（火）正午 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１月７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してくだ

さい。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１月８日（金）午前１０時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

５，６５０，０００円（消費税等抜き） 
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１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１２２号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年１２月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 曽大根他地内道肩改良工事 

２ 工事場所 大和高田市曽大根他地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２８年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木工

事に登録している者であること。 

（２）平成２７年度大和高田市格付け等級がＤ等級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履

行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）の者でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 
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（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２７年１２月２１日（月）から平成２７年１２月２４日（木）まで。た

だし、祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年１２月２５日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

平成２７年１２月２１日（月）から平成２７年１２月２４日（木）まで。た

だし、祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦ

ＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

平成２７年１２月２８日（月）正午 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１月５日（火）正午 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１月７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
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の記載 るかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してくだ

さい。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１月８日（金）午前１０時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

５，０９０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１２３号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年１２月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 松塚地内水路整備工事 

２ 工事場所 大和高田市松塚地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２８年３月２５日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木工

事に登録している者であること。 

（２）平成２７年度大和高田市格付け等級がＤ等級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 
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（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履

行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）の者でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２７年１２月２１日（月）から平成２７年１２月２４日（木）まで。た

だし、祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年１２月２５日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

平成２７年１２月２１日（月）から平成２７年１２月２４日（木）まで。た

だし、祝日を除きます。 

（２）配布の時間 
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午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦ

ＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

平成２７年１２月２８日（月）正午 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１月５日（火）正午 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１月７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してくだ

さい。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１月８日（金）午前１０時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限 ３，８７０，０００円（消費税等抜き） 
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基準比較価

格 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１２４号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年１２月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 松塚地内道肩改良工事 

２ 工事場所 大和高田市松塚地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２８年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木工

事に登録している者であること。 

（２）平成２７年度大和高田市格付け等級がＤ等級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履

行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）の者でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式
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によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２７年１２月２１日（月）から平成２７年１２月２４日（木）まで。た

だし、祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年１２月２５日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

平成２７年１２月２１日（月）から平成２７年１２月２４日（木）まで。た

だし、祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦ

ＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

平成２７年１２月２８日（月）正午 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１月５日（火）正午 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１月７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの
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とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してくだ

さい。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１月８日（金）午前１０時４０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

３，４７０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１２５号 

 大和高田市職員採用規程（平成２１年訓令第６号）第６条の規定に基づき、平成２７年度大和高田

市職員採用試験の実施を次のとおり公告する。 

  平成２７年１２月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．職種及び試験区分、採用予定人員、受験資格など 

職種及び試験区分 
採用予

定人員 
受   験   資   格 

建 築 技 術 職 ２人 

昭和５１年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法によ

る大学、短期大学、高等学校の建築専門課程を卒業した人、

又は平成２８年３月卒業見込みの人 
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土 木 技 術 職 ３人 

昭和５１年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法によ

る大学、短期大学、高等学校の土木専門課程（農業土木を

含む）を卒業した人、又は平成２８年３月卒業見込みの人 

主任介護支援専門員 １人 
昭和４６年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士の資格を有

し、かつ主任介護支援専門員資格を有する人 

精神保健福祉士 １人 

昭和５１年４月２日以降に生まれた人で、精神保健福祉士

資格を有する人、又は平成２８年３月末日までに取得見込み

の人 

看  護  師 

※１ 
２人 

昭和４６年４月２日以降に生まれた人で、「保健師助産師

看護師法」による看護師免許を有する人、又は平成２８年３

月末日までに実施される国家試験により当該免許を取得見

込みの人 

 埋蔵文化財専門職員 １人 

次の①～③のいずれにも該当する人 

① 昭和４６年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法に定め

る大学（短期大学を除く）又は大学院において考古学の専門

課程を卒業した人 

② 博物館法に定める学芸員資格を有する人 

③ 埋蔵文化財の発掘調査等についての知識と経験を有する人

で、発掘調査の整理作業と発掘調査報告書作成（共同執筆も

可）を行ったことがある人 

  「短期大学」には、高等専門学校及び学校教育法による専修学校の専門課程のうち、修業年限が

２年以上であり、かつ１６００時間以上の授業の履修を義務付けている課程であって、当該履修

の成果が授業科目の目標に達していることを筆記試験その他の方法により認められることを卒業

の要件とするものを含みます。 

※1 看護師は、採用後、市立の保育所、認定こども園のいずれかに配属する予定です。 

◎全ての職種において国籍は問いませんが、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

（１）成年被後見人または被保佐人  

（２）禁錮
こ 

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることが

なくなるまでの者 

（３）大和高田市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

（４）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した者 

（５）日本国籍を有しない人で、在留資格において就職などが制限されている者  

２．試験の日時･場所・試験の種類及び合格発表 

区 分 第 １ 次 試 験  第 ２ 次 試 験  

 

日 時 
平成２８年１月２４日（日） 

午前９時から 

平成２８年２月７日（日） 

午前９時から 

場 所 大和高田市役所内 大和高田市役所内 

試験の 

対象と 

種 類 

・全職種 

  ①一般教養試験 

  ②職場適応性検査 

・建築技術職、土木技術職、 

 埋蔵文化財専門職員 

   専門試験 

・・全職種 

①個別面接 

②小論文 

 

 

合格発表 平成２８年２月初め 平成２８年２月末ごろ 

※ 合否については、大和高田市のホームページでも確認できます。 

※ 試験の内容に関する問い合わせについては、一切お答えできません。 

※ 試験会場 
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大和高田市役所 

大和高田市大字大中１００番地１  ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１ 

３．受験手続 

  １ 申込書の交付 

    職員採用試験申込書は、大和高田市役所人事課（市役所３階）で交付します。 

大和高田市役所のホームページからもダウンロードできます。 

  ２ 受付期間及び受付場所 

    受付期間：平成２８年１月５日（火）から平成２８年１月１２日（火）まで 

土曜日、日曜日及び祝日は除く。  

         午前９時～午後５時 郵送の場合、１／１２当日消印有効 

     受付場所：大和高田市役所３階人事課内 大和高田市職員採用試験委員会 

    ※持参の場合は、代理可 

郵送の場合は、下記の宛て先まで必ず「簡易書留」で送付して下さい。 

      送付先： 〒６３５－８５１１ 

            大和高田市大中１００番地１ 

            大和高田市役所人事課内大和高田市職員採用試験委員会 

４．提出書類（①から③は全職種とも必要となります。） 

① 職員採用試験申込書 

② 写真２枚（３月以内に撮影した上半身の写真（縦４ｃｍ横３ｃｍ）で、１枚は 

申込書に貼付し、もう1枚は受験票用に持参又は同封） 

③ 返信用封筒（長形３号：２３．５ｃｍ×１２．０ｃｍ）に８２円切手を貼付し、 

住所宛名を書いたもの 

④ 埋蔵文化財専門職員の受験者は、発掘調査歴（所定用紙）・業績目録（所定用 

紙） 

※第１次試験合格者には、大和高田市職員採用試験委員会が指定する期日までに、下記

の書類の提出を求めます。 

① 最終学校卒業（見込）証明書 

② 資格証明書・免許証の写し、または取得見込証明書（写し不可） 

主任介護支援専門員、精神保健福祉士、看護師、埋蔵文化財専門職員の受験

者は必要となります。 

５．試験結果の開示  

       試験の結果については、開示請求ができます。電話などによる開示請求はできませ

んので、受験者本人が、受験票と本人であることを証明する書類（運転免許証等）を

持って、直接市役所３階人事課まできてください。 

区分試験 請求できる人 開示内容 開示期間及び開示場所 

第１次試験 

第２次試験 

不合格者 

（本人に限る） 

総合得点 

総合順位 

合格通知の日から起算して２週間 

大和高田市役所人事課 

   ※ 開示時間は、土曜、日曜、祝日を除く午前９時から午後５時までです。 

６．合格から採用まで  

（１） 最終合格者は採用候補者名簿に登載し、次の区分により採用します。 

①採用予定者  平成２８年４月１日付けで採用します。 

②採用候補者  平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に欠員な

どが生じ、補充することが必要であるときに限り採用します。 

（２） 採用候補者名簿の有効期間は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までです。 

（３） 最終合格者のうち、卒業見込みの人が平成２８年３月末日までに卒業できなかった場合並 
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びに免許または資格取得見込みの人が、所定の時期までにこれを取得できなかった場合は、 

その時点で採用候補者名簿（採用予定者、採用候補者）から抹消します。 

（４） 本市では、採用試験（合格者決定）を適正に行うため、民間有識者で構成される「大和高 

田市職員採用試験検討・監理委員会」を設置しています。  

７．給与について 

・  平成２７年４月１日現在の初任給月額は、大卒１７４，２００円、短大卒１５４，８００円、

高校卒１４２，１００円で、他に地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当

等がそれぞれの条件に応じて支給されます。 

・  ただし、現在、市の財政健全化に資することを目的に、一部手当については減額措置を講じ

ています。 

・  なお、初任給は、採用前の経歴などに応じて加算されることがあります。 

・  全ての職種の給料は、行政職給料表を適用します。 

8．その他 

・ 申込書の記載事項及び提出書類に不備がある場合は、お返しすることがありますが、

このために生じた申込の遅延等には責任を負いません。受験手続には十分注意してく

ださい。 

・  受験資格がないことおよび申込書の記載事項が正しくないことが判明した場合に

は、合格を取り消すことがあります。 

・ この試験に関する提出書類は、一切お返しいたしません。なお、提出書類等により

取得した個人情報については今回の職員採用試験の実施のためのみに用い、それ以外

の目的には使用しません。また、大和高田市個人情報保護条例に基づき、適正に管理

します。 

試験についての問い合わせ先 

〒６３５－８５１１ 大和高田市大中１００番地１ 

                大和高田市役所 企画政策部人事課内 

「大和高田市職員採用試験委員会」 

ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１ 内線２１２・２１３ 

インターネットホームページでも採用情報を掲載しています。 

http://www.city.yamatotakada.nara.jp 

 

 

 

教育委員会告示第２３号 

 大和高田市教育委員会１２月定例委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２７年１２月１４日 

大和高田市教育委員会       

                                委員長 萱 澤 昌 子   

記 

日 時 平成２７年１２月１８日（金）午後３時 

場 所 さざんかホール４階会議室 

議 案 第１号 第３９回大和高田市民マラソン大会実施要項（案）について 

第２号 後援願いについて 

第３号 その他 

 

 

教育委員会 

http://www.city.yamatotakada.nara.jp/
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選挙管理委員会告示第７４号 

 平成２７年１２月２日現在の大和高田市の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の３分の１、

６分の１及び５０分の１の数は、次のとおりである。 

  平成２７年１２月２日 

大和高田市選挙管理委員会     

委員長 西 川 勝 彦   

       ３分の１の数    １８，８５２ 人 

６分の１の数     ９，４２６ 人 

          ５０分の１の数    １，１３２ 人 

 

選挙管理委員会告示第７５号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項及び公職選挙法施行規則第３条の４

の規定により、平成２６年１２月１日から平成２７年１１月３０日までの期間における選挙人名簿抄

本閲覧の状況を別紙のとおり公表する。 

  平成２５年１２月２日 

大和高田市選挙管理委員会     

                                委員長 西 川 勝 彦   

 別紙は省略（市役所前の掲示場に掲示済み） 

 

 

 

 

農業委員会告示第１２号 

 大和高田市農業委員会１月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２７年１２月２８日 

大和高田市農業委員会      

会長 松 田 榮 義   

記 

日時  平成２８年１月８日（金）午後３時 

場所  市役所３階東会議室 

議案 

第１号 農地法第３条第１項について申請の件 

第２号 農地法第４条規定による申請の件 

第３号 農地法第１８条第６項規定による通知の件 

第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項規定による農用地利用集積計画について 

第５号 その他 

 

 

 

水道事業公告第２０号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

公営企業 

選挙管理委員会 

農業委員会 
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します。 

平成２７年１２月１８日 

水道事業管理者          

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 配水管布設工事（三和町） 

２ 工事場所 大和高田市三和町地内  

３ 工事期間 契約締結日から平成２８年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事

（水道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定によ

る更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている

者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての確

認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は入札

日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は、本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式に

ついては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式に

よるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペー

ジに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２７年１２月２１日（月）から平成２７年１２月２４日（木）まで。た

だし、祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 
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７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年１２月２５日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札

説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２７年１２月２１日（月）から平成２７年１２月２８日（月）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分 

（３）閲覧等の場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎３階会議室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦ

ＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

平成２７年１２月２８日（月）正午 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１月５日（火）正午 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１月７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１月８日（金）午前９時３０分 

（２）場所 

  大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 
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（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

５，３２０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 


